
 1 健康福祉局の行政組織及び職員数（１）行政機構図（平成２５年４月１日）〔　本庁　〕

　１５課　

働く女性・子育て支援部長

働く女性応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾁｰﾑ医療・がん対策部長
課健康福祉総務課 保　健　所

広島県精神医療審査会広島県生活衛生適正化審議会

広島県介護保険審査会指定管理者：(社福)広島県福祉事業団
広島県麻薬中毒審査会広島県障害者施策推進協議会広島県障害者介護給付費等不服審査会広島県社会福祉審議会指定管理者：(社福)広島県視覚障害者団体連合会

　　１３機関　　 　　９施設　　

身体障害者更生相談所
動物愛護センター

視覚障害者情報センター障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ　医療センター　若草園　若草療育園　あけぼの　スポーツ交流センター障害者療育支援センター　松陽寮　わかば療育園福山若草園　福山若草育成園　福山若草療育園

広島県医療審議会広島学園三次看護専門学校
こども家庭センター〔 西部・東部・北部 〕

広島県薬事審議会

広島県准看護師試験委員
広島県食育推進会議広島県国民健康保険審査会広島県後期高齢者医療審査会広島県精神保健福祉審議会

〔　附属機関　〕
〔広島・呉・福山〕

〔　地方機関　〕行政機関 公の施設支所 広島県感染症診査協議会厚生環境事務所

地域福祉課薬　務　課
高齢者支援課介護保険課

総合精神保健福祉センター食肉衛生検査所

こども家庭課

がん対策課
被爆者支援課

西部・西部東・東部・北部
医　務　課 健康福祉センター 指定管理者：(公財)広島県地域保健医療推進機構健   康   福   祉   局
障害者支援課

医療政策課
医療保険課

社会援護課
食品生活衛生課健康対策課地域ケア部長



こども家庭センター（３）

（地方機関） 厚生課厚生課福祉課保健課
厚生課厚生環境事務所・保健所（４）厚生環境事務所支所・保健所支所（３）

指導課相談援助課判定指導課児童虐待対応課児童虐待対応課広島学園（１） 北　部西　部
総務課判定指導課一時保護課相談援助課一時保護課総務課東　部 判定指導課女性相談課北　部 衛生環境課環境管理課試験検査課福山支所 総務企画課相談援助課

健康増進係食品薬事係環境管理係環境管理課生活衛生課 食品衛生係環境薬事係保健課

保健対策係保健課 保健対策係衛生環境課 食品薬事係厚生医療係保健係環境管理課 環境管理係健康増進係厚生推進係医療福祉係
衛生環境課呉 支 所

西　部

地域支援課

厚生推進係
健康増進係生活衛生課厚生保健課 厚生推進係医療福祉係保健対策係保健課 医療福祉係保健課 保健対策係健康増進係健康増進係
健康増進係生活衛生課厚生課保健課 保健対策係厚生推進係医療福祉係保健対策係

総務企画課

東　部西部東 広島支所
生活衛生課
環境管理課試験検査課
厚生課厚生課

動物愛護センター（１） 総務課身体障害者更生相談所（１） 指導課三次看護専門学校（１）総合精神保健福祉センター（１） 生活支援課食肉衛生検査所（１） 総務課教務課



（２）平成 25年度健康福祉局組織別職員数                                 （平成 25 年 4 月 1 日現在） 課    （所）    名 職 員 数（人） 
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 庁 

健 康 福 祉 総 務 課 30 こ ど も 家 庭 課 13 働 く 女 性 応 援 プ ロ ジ ェ ク ト ・ チ ー ム 9 被 爆 者 支 援 課 18 医 務 課 13 医 療 政 策 課 12 が ん 対 策 課 10 医 療 保 険 課 13 健 康 対 策 課 27 食 品 生 活 衛 生 課 22 薬 務 課 18 地 域 福 祉 課 13 社 会 援 護 課 13 障 害 者 支 援 課 31 高 齢 者 支 援 課 14 介 護 保 険 課 14 本 庁 小 計  270 
地 
 

 

 方 
 

 

 機 
 

 

 関 

厚生環境事務所・保健所
 

西 部 厚 生 環 境 事 務 所 ・ 西 部 保 健 所 49 
 

     広 島 支 所 44 
     呉 支 所 20 西 部 東 厚 生 事 務 所 ・ 西 部 東 保 健 所 43 東 部 厚 生 環 境 事 務 所 ・ 東 部 保 健 所 54 

      福 山 支 所 37 北 部 厚 生 環 境 事 務 所 ・ 北 部 保 健 所 36           小       計 283 西 部 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 44 東 部 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 36 北 部 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 8 広 島 学 園                            24 三 次 看 護 専 門 学 校                            29 総 合 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー                            21 食 肉 衛 生 検 査 所                            8 動 物 愛 護 セ ン タ ー                            10 身 体 障 害 者 更 生 相 談 所                            6 小 計           186 地 方 機 関 小 計           469 合        計 739    （注）休職中及び育児休業中の者を除く 



（３）附属機関  機 関 名 審 議 事 項 根 拠 法 規 委 員 構 成 委 員 数 任 期 広島県医療審議会 医療法の規定により，その権限に属された事項を調査審議するほか，広島県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議する。 
医療法 県職員 関係官公庁職員，医師等医療担当者，医療を受ける立場にある者，学識経験者 30 人以内 2 年 

広島県准看護師試験委員  准看護師の試験の実施に関する事務のほか，准看護師免許の取り消し又は業務停止の処分について調査審議する。 保健師助産師看護師法広島県准看護師試験委員条例 県職員 医師 看護師 学識経験者 10 人以内 県職員なし その他 2 年 広島県国民健康保険審査会 保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求について審査を行う。 国民健康保険法 被保険者を代表する者 保険者を代表する者 公益を代表する者 9 人 3 年 
広島県後期高齢者医療審査会  後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求について審査を行う。 

高齢者の医療の確保に関する法律 被保険者を代表する者 後期高齢者医療広域連合を代表する者 公益を代表する者 9 人 3 年 
広島県精神保健福祉審議会 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議する。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 広島県精神保健福祉審議会条例 精神保健福祉に関し学識経験を有する者 精神障害者の医療に関する事業に従事する者 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業等に従事する者 

10 人以内 3 年 
広島県食育推進会議 広島県食育推進計画の策定及びその推進に関する事項を審議する。 食育基本法 広島県食育基本条例 食育に関して知識と経験を有する者 20 人以内 2 年 広島県精神医療審査会 措置入院者及び医療保護入院者の定期報告に係る入院の要否審査を行う。 医療保護入院届出に係る入院の要否審査を行う。 入院中の者の退院等の請求に係る審査を行う。 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 法律に関し学識経験を有する者 その他の学識経験を有する者 20 人以内 2 年 
広島県生活衛生適正化審議会 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関する重要事項を調査審議する。 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 広島県生活衛生適正化審議会条例 学識経験者 生活衛生関係営業者の意見を代表する者 利用者又は消費者の意見を代表する者 20 人以内 （営業者及び消費者は，同数。） 2 年 



機 関 名 審 議 事 項 根 拠 法 規 委 員 構 成 委 員 数 任 期 広島県薬事審議会 薬事法及び広島県薬事審議会条例の規定に基づき，薬事に関する事項について調査審議する。 薬事法 広島県薬事審議会条例 県及び関係行政機関の職員 学識経験者 薬事に関する業務に従事する者 消費者の意見代表者 20 人以内 （薬事に関する業務に従事する者並びに消費者の代表者から任命する委員は， 同数。） 
県及び関係行政機関の職員なし その他 2 年 

広島県麻薬中毒審査会 麻薬中毒者の入院の継続に係る審査を行う。（入院期間延長への準用を含む。） 麻薬及び向精神薬取締法 広島県麻薬中毒審査会条例 法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者 5 人 知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認め る 時 から，措置入院者が退院した時まで 広島県社会福祉審議会 社会福祉に関する事項（精神障害者福祉に関する事項を除く。）を調査審議する。 社会福祉法 広島県社会福祉審議会条例 住民代表（県議会の議員等） 社会福祉事業に従事する者 学識経験者 50 人以内 3 年 
広島県障害者施策推進協議会 障害者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し，及びその施策の実施状況を監視するほか，関係行政機関相互の連絡調整を要する事項について調査審議する。 

障害者基本法 広島県障害者施策推進協議会条例 関係行政機関の職員 学識経験者 障害者 障害者福祉従事者 21 人以内 行政機関の職員なし その他 2 年 
広島県障害者介護給付費等不服審査会 障害者自立支援法の規定に基づき，介護給付費等に係る処分に対する不服を審査する。 障害者自立支援法 広島県障害者介護給付費等不服審査会条例 障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者 15 人 3 年  広島県介護保険審査会 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求を審査する。 介護保険法 市町を代表する者 被保険者を代表する者 公益を代表する者 市町代表 3人 被保険者代表 3 人 公益代表 39人以内 3 年 
広島県感染症診査協議会 感染症患者等に対する就業制限の通知，入院の勧告，入院の期間の延長及び結核患者が結核指定医療機関の医療を受けるために必要な費用の公費負担に関する必要な事項を審議する。 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 広島県感染症診査協議会条例 感染症指定医療機関の医師 学識経験者（医療・法律・医療及び法律以外） ※行政関係者は委員に任命できない。 10 人以内 2 年 
 

 


